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熊
本
地
震
で
被
災
し
た
皆
さ
ま
へ

被
災
し
た
家
屋
な
ど
の
解
体
・
撤
去
を
行
い
ま
す

問 
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境
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２
３
２
）２
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１
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半
壊
以
上
の
家
屋
の
所
有
者
で
、
町
に

よ
る
解
体
・
撤
去
を
希
望
す
る
人
は
９
月

30
日
㈮
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
日
時　
平
日　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
正
午
～
午
後
１
時
、
土
・
日
・
祝
日

除
く
）

※
相
談
や
申
請
を
希
望
す
る
人
は
、
事
前

に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者　
半
壊
以
上
の
家
屋
の
所
有
者

※
法
人
の
場
合
は
中
小
企
業
法
第
２
条
に

よ
る
中
小
企
業
者（
中
小
企
業
並
み
の

公
益
法
人
も
含
む
）に
限
り
ま
す
。

■
要
件　
家
屋
の
所
有
者
お
よ
び
他
に
権

利
者
な
ど
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
全
て

の
人
が
町
に
よ
る
解
体
に
同
意
し
、
申

請
に
必
要
な
書
類
を
全
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■
そ
の
他

　
本
事
業
を
利
用
し
非
住
家（
納
屋
）を
解

体
す
る
場
合
、
ま
た
は
既
に
解
体
し
た

非
住
家（
納
屋
）の
解
体
費
用
の
支
援
を

希
望
す
る
場
合
は
家
屋
解
体
に
準
じ
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
後
、
現
地

調
査
な
ど
の
確
認
に
よ
り
基
準
に
当
て

は
ま
る
か
を
審
査
し
ま
す
。

■
申
請
期
限　
９
月
30
日
㈮

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に

な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

町
は
、
熊
本
地
震
で
被
災
し
た
家
屋
所
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
り
災
証
明
書
の
り
災

程
度
が
「
半
壊
」
以
上
の
家
屋
等
を
対
象
に
、
国
の
補
助
事
業
を
活
用
し
、
所
有
者
に

代
わ
っ
て
解
体
・
撤
去
を
行
い
ま
す
。

事前説明会を実施
　損壊家屋の解体・撤去に関す
る事前説明会を６月17日、昼
の部・夜の部に分けて、菊陽杉
並木公園管理センターと光の森
町民センター「キャロッピア」
で行いました。町は制度の概要
や申請方法を説明。地震で家屋
などが被災した延べ130人の参
加者が熱心に耳を傾け、数多く
質問していました。

   

　熊本地震により、国税の申告・申請・請求・納税など
を期限までにできないときは、延長できます。納税の猶
予、予定納税の減額、所得税の軽減・免除、相続税・贈
与税の軽減・免除、源泉所得税の徴収猶予または還付、
消費税簡易課税制度届出に係る特例、納税証明書の無料
発行もできる場合があります。
　詳しくは熊本国税局ホームページをご覧になるか、菊
池税務署にお問い合わせください。
■問い合わせ

菊池税務署
☎0968（25）2121

　熊本地震で被災した人を対象に、保育所などの利用者
負担額（保育料）を減免します。
■減免の対象者
❶住宅に半壊以上の損害を受けた人
❷疾病、失業などで収入が大幅に減少した人
■申請方法
　入所している施設または子育て支援課に減免申請書を
提出してください。
※別途、書類の提出が必要な場合があります。
※詳しくは町ホームページをご覧になるか、お問い合わ

せください。
■問い合わせ　
　子育て支援課　保育所係
　☎（232）2202

熊本地震で被災した皆さまへ
国税の申告・申請・納税など
の期限延長

熊本地震で被災した園児の保護者へ
利用者負担額（保育料）の減免

菊陽杉並木公園管理センターで
行われた事前説明会

　
５
月
28
日
か
ら
建
設
工
事
が
始
ま
り
、

７
月
４
日
に
20
戸
完
成
し
た
「
光
の
森
仮

設
団
地
」
の
入
居
説
明
会
と
鍵
渡
し
が
７

月
６
日
に
菊
陽
町
役
場
で
行
わ
れ
、
被
災

し
た
町
民
が
入
居
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
入
居
期
間
は
最
長
２
年
間
。
場
所
は
光

の
森
多
目
的
広
場
東
側
で
す
。
住
宅
が
全

壊
、
大
規
模
半
壊
ま
た
は
半
壊
と
な
り
、

居
住
す
る
住
宅
が
な
い
町
民
な
ど
が
対
象

で
す
。
ト
イ
レ
、
風
呂
、
エ
ア
コ
ン
１
台
、

ガ
ス
コ
ン
ロ
、
照
明
、
カ
ー
テ
ン
、
郵
便

受
け
、
呼
び
鈴
、
テ
レ
ビ
ア
ン
テ
ナ
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
駐
車
場
は
１
戸
当
た
り

１
台
で
す
。

　
入
居
説
明
会
に
は
16
世
帯
が
参
加
。
入

居
者
を
代
表
し
て
酒
井
道
治
さ
ん
は
「
ま

ず
は
命
が
助
か
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
こ

れ
か
ら
２
年
間
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
く
の

で
絆
を
つ
な
い
で
い
き
た
い
。
復
興
に
向

け
て
一
日
も
早
く
元
の
生
活
に
戻
れ
る
よ

う
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と
力
を
込
め
ま

し
た
。
家
族
３
人
で
入
居
す
る
町
民
は

「
や
っ
と
先
に
進
む
た
め
の
一
歩
を
踏
み

出
せ
ま
し
た
。
２
年
間
で
新
し
い
家
に
住

め
る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
」
と
笑
顔
で
話

し
ま
し
た
。

　
居
住
者
が
集
い
、
談
話
で
き
る
「
み
ん

な
の
家
」
は
８
月
中
旬
に
完
成
予
定
で
す
。

復
興
へ
一
歩

光
の
森
仮
設
団
地
完
成

12県が町の要請に基づいて供与
する応急仮設住宅で、１団地20
戸が建てられた。部屋は６坪（１
ＤＫ）、９坪（２ＤＫ）、12坪（３Ｋ）
の３種類で東日本大震災時に建て
られたものより、２倍の断熱効果
がある。ペットは室内で飼える
3456室内の様子。入居者は「少
しずつ荷物を片付けて落ちついて
暮らしていきたい」と話した7入
居説明会で「一日も早く震災前の
平穏な生活を取り戻せるよう祈っ
ている」と話す後藤三雄町長8代
表の酒井道治さんへ委嘱状交付
9入居の説明を受けた後、鍵が
入った封筒を受け取る入居者（右）

12

3

4

57

69

8

期限までに

　できない・・・
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